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豊川市中央図書館業務作業委託プロポーザル実施要領 

 この要領は、豊川市中央図書館業務作業委託の実施にあたり、プロポーザル

方式により受託者を選定するため、必要な事項について定めるものとする。 

 

１ 業務概要 

 (1) 業 務 名 豊川市中央図書館業務作業委託 

 (2) 業務目的 豊川市中央図書館を効率的かつ効果的に運営できるよう、図

書館業務に関し高い技術及び経験を有する者に、当該館の各種

業務について企画提案を求めるため。 

 (3) 業務場所 豊川市中央図書館 

 (4) 業務内容 別紙「豊川市中央図書館業務作業委託仕様書」 

 (5) 業務期間 令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで（３年間） 

 (6) 契約期間 令和６年１月１９日から令和９年３月３１日まで 

        ※令和６年１月１９日から令和６年３月３１日までの期間は

準備期間とし、業務引継に必要な費用が生じた場合は、受託

者の負担とする。 

 (7) 予算概要 （上限額）２１１，３５２，０００円以内 

（３年間） 

        （下限額）１４７，９４６，４００円以上 

（３年間） 

        ※消費税及び地方消費税を含む。 

 （8）そ の 他 本案件は、豊川市公契約条例第６条第１項に規定する特定公

契約対象業務に該当する案件である。 

 

２ プロポーザル方式 

 (1) 実施方法 公募型（最適な受注者を広く募ることが可能なため。） 

 (2) プロポーザル方式を実施する具体的な理由及び実施効果 

   提案書の提出内容により、見積金額だけでなく業務遂行能力、人員配置

能力、人材育成能力、積極的な業務改善による効率的な運営能力等の適性

を総合的、客観的に判断し特定することができるため。 

 

３ 参加資格（提案書提出者に要求する資格） 

 (1) 「豊川市中央図書館業務作業委託仕様書」に基づく業務を行うことがで

きること。 

 (2) 対象業務における豊川市での競争入札参加資格を有していること。ま 

た、競争入札参加資格を有しない場合は、提案書提出期限までに登録を行

うこと。 

 (3) 豊川市の指名停止措置要綱による指名停止処分又はこれに準ずる措置を

受けていないこと。 

 (4) 豊川市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要綱に基づ

く排除措置を受けていないこと。 
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 (5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始

の申し立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく

再生手続開始の申し立てがなされていないこと。 

 (6) 国税及び地方税の滞納がないこと。 

 (7) 豊川市プロポーザル方式実施要綱第１９条の契約締結までに参加資格を

有しなくなった場合は、その時点で参加資格を失うものとする。 

 (8) 過去５年間に公立図書館（図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２

条第２項でいう図書館）の運営業務を行った実績を有すること。 

 

４ 提案書提出までの手続等 

 (1) 豊川市中央図書館業務作業委託プロポーザル説明書の交付 

  ア 交付期間 

    令和５年１０月１７日（火曜）から１０月３１日（火曜）まで 

    （月曜を除く日の午前９時３０分から午後６時（金曜は午後７時）ま

で（以下「執務時間中」という。）） 

  イ 交付場所及び交付方法 

    豊川市中央図書館において直接交付するもののほか、豊川市中央図書

館ホームページ上において掲載するものとする。なお、実施要領等の直

接交付を希望する場合は、事前に豊川市中央図書館（電話 0533-85-5536）

まで電話連絡すること。 

 

 (2) 募集要領説明会及び施設見学会（説明会及び見学会への参加は任意） 

 ア 開催日時 

  (ｱ) 募集要領説明会 

    令和５年１０月２０日（金曜）午後１時３０分から 

    ※午後１時から受付開始 

  (ｲ) 施設見学会 

    令和５年１０月２０日（金曜）午後３時から 

    ※午後２時３０分から受付開始 

イ 開催場所 

  いずれも、豊川市中央図書館２階 集会室 

ウ 参加者可能人数 

  １の事業者につき５名まで 

  ※なお、会場の都合により参加者多数の場合は別途、人数制限を行う。 

 

(3) 参加表明書の提出 

  ア 提出書類 

   (ｱ) 参加表明書（様式第１号） １部 

   (ｲ) 参加表明書の添付書類   一式 

   (ｳ) 会社概要や図書館事業の内容が記載されたパンフレット等 各１部 

  イ 提出期限 
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    令和５年１０月３１日（火曜）午後６時必着 

  ウ 提出先 

    豊川市中央図書館 

  エ 提出方法 

    窓口への持参、郵送又は宅配便とする。なお、持参による場合は、執

務時間中に提出すること。郵送又は宅配便による場合で、参加表明書の

到達状況を確認したいときは、執務時間中に電話により行うこと。 

  オ その他 

  参加表明書の提出後に、やむを得ず参加表明を取り下げる場合には、

「参加表明取下申出書」（様式第２号）により申し出ること。（企画提案

者として選定された以後については、「参加表明取下」の部分を「企画提

案辞退」と書き換えて使用すること。） 

 

 (4) 提案書提出者の選定 

   参加表明者の参加資格審査を行い、次のとおり提案書提出者の選定を行

う。選定後、参加の可否については令和５年１１月２日（木曜）までに、

電話又は電子メールで通知するとともに、別途、文書で通知する。 

  ア 選定方法 

    参加表明書で提示された内容等により総合的に行う。 

  イ 提案書提出者を選定するための基準 

別紙「豊川市中央図書館業務作業委託プロポーザル提案書提出者選定

基準」 

  ウ 選定する概数は、概ね５者とする。 

  エ 選定結果に対して異議を申し立てることはできない。 

  オ 選定結果に関する質問には回答をしない。 

 

 (5) 提案書作成に関する質問 

 ア 質問の方法 

「豊川市中央図書館業務作業委託プロポーザルに係る質問書」（様式

第３号）により質問すること。受付期間内であれば複数回に分けて質問

を行うことも可とする。 

 イ 質問受付期間 

   令和５年１１月２日（木曜）から１１月１４日（火曜）午後６時まで 

 ウ 提出先 

 豊川市中央図書館の次のメールアドレス 

 Ｅメール: toshokan@city.toyokawa.lg.jp 

 エ 提出方法 

必ず電子メールにより提出すること。口頭や電話など電子メール以外

の方法による質問は一切受け付けない。 

メールの件名は次による。 

  【会社名】豊川市中央図書館業務作業委託（質問書） 
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なお、送受信の確認として、執務時間中に電話連絡をすること。 

 オ 回答方法 

質問に対する回答については、当該質問の質問者だけでなく全ての参

加表明者に対して、令和５年１１月２１日（火曜）午後６時までに電子

メールにて回答する。ただし、内容が質問者の具体的な提案内容に密接

に関わると判断した場合は、質問者のみに回答する。 

 

 (6) 提案書の提出 

  ア 提出書類 

    提案書（別添「豊川市中央図書館業務作業委託プロポーザル提案書作

成要領」により作成すること。） 

  イ 提出部数 

   (ｱ) 提案書   １２部 

      (ｲ) 提案見積書 １２部 

     (ｳ) 上記(ｱ)、(ｲ)の電子データ (Microsoft Office2021 で読めるもの) 

    を保存した USB メモリ（同じ内容のものを２個） 

  ウ 提出期限 

    令和５年１２月１日（金曜）午後７時必着 

  エ 提出先 

    豊川市中央図書館 

  オ 提出方法 

    窓口への持参、郵送又は宅配便とする。なお、持参による場合は、事

前に豊川市中央図書館（電話 0533-85-5536）まで電話連絡のうえ、執務

時間中に提出すること。郵送又は宅配便による場合で、提案書の到達状

況を確認したいときは、執務時間中に電話により行うこと。 

 

５ 提案書説明会（プレゼンテーション・ヒアリング） 

(1) 実施日時 

令和５年１２月８日（金曜）から１２月１２日（火曜）まで 

※各提案者の提案書説明会実施日時については、別途、調整のうえ事前

に通知する。 

(2) 実施場所 

 豊川市中央図書館 

(3) 時間等 

ア 説明時間３５分、質問時間１５分（予定） 

イ 詳細な日時及び場所は、後日、各提案者に別途通知する。 

ウ 開始時間前５分間を準備時間、終了後５分間を片付時間とする。 

エ 質問に関しては、１５分以内で終了する場合がある。 

 

(4) 注意事項 

ア 提案書の説明は、提案書に記載された内容を基に項目順に説明するこ
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と。 

イ 提案書に記載された内容の範囲内であればプロジェクター等画像を使

用して説明することも可能とする。ただし、プロジェクター、スクリー

ン以外は提案者で用意すること。 

ウ 誤字、脱字等がある場合の資料の差替え等は認めない。説明中に適時、

必要に応じて誤字、脱字の申告及び訂正をすること。 

エ 提案書説明会の提案者の出席者数は、５名以内とする。 

オ 提案書説明会の内容は録音する。 

 

６ 受注者の特定 

 (1) 受注者を特定するための評価方法及び評価基準 

  ア 提出された提案書の内容等について評価基準に基づく書類審査を行う。 

  イ 受注者を特定するための評価基準は、別紙「豊川市中央図書館業務作

業委託に係るプロポーザル評価比較基準配点表」のとおりとする。 

  ウ 前項の提案書説明会での説明については、上記アによる書類審査の評

価の補正を行うための参考とするものとし、プレゼンテーション技術の

巧拙については評価に直接影響しない。 

(2) 評価体制 

豊川市中央図書館業務作業委託に係る受注者選定委員会（以下「選定委

員会」という。）において、別紙「審査基準」により評価を実施する。 

 (3) 受注者の特定及び特定結果の通知 

  ア 全ての評価項目において仕様書に求める必要水準を満たし、受注者と

して適当であると認められた者のうち、選定委員会の評価により最優秀

者１者、優秀者１者を決定する。 

イ 最優秀者の決定後、速やかに最優秀者との契約交渉を行い、交渉の成

立をもって、最優秀者を受注者として特定する。 

ウ 最優秀者が「３ 参加資格」に該当しなくなったとき、又は契約交渉

が不調となったときは、優秀者との契約交渉を行い、交渉の成立をもっ

て、優秀者を受注者として特定する。 

エ 提案書提出者が１者のみの場合においても、複数の提案者がある場合

と同様に選定委員会による評価を行い、受注者として適当であると認め

られた者に限り、受注者として特定する。 

  オ 受注者の特定結果については、令和５年１２月下旬を目途に、提案書

提出者に文書で通知する。 

  カ 特定結果に対して異議を申し立てることはできない。 

  キ 審査方法、内容、経緯等の問合せには、応じない。 

ク 本業務は、令和５年度予算において令和６年度から令和８年度までの

債務負担行為を設定し、複数年契約となる。 

 

７ スケジュール 

実施内容 実施期間又は期日 
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説明書の交付開始 令和５年１０月１７日（火曜）から 

説明会・施設見学 令和５年１０月２０日（金曜） 

参加表明書提出期間 令和５年１０月１７日（火曜）～１０月３１日（火曜） 

提案提出可否通知日 令和５年１１月２日（木曜） 

質問書提出期限 令和５年１１月１４日（火曜）午後６時まで 

質問回答期限 令和５年１１月２１日（火曜）午後６時まで 

提案書類提出期限 令和５年１２月１日（金曜）午後７時必着 

提案書説明会 令和５年１２月８日（金曜）～１２月１２日（火曜） 

特定結果通知 令和５年１２月下旬 

契約日 令和６年１月下旬を予定 

 

８ その他 

 (1) 参加者が以下の事項に該当する際は、失格とする。 

  ア 実施要領の定める手続きを遵守しない場合 

  イ 提出書類に虚偽の記載をした場合 

  ウ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

  エ 要領その他、市の定めに違反する行為があった場合 

 (2) 参加表明書及び提案書の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とす

る｡ 

 (3) 提出された参加表明書又は提案書は、返却しない。 

 (4) 提出された参加表明書又は提案書は、提案書の提出者の選定及び受注者

の特定以外に提出者に無断で使用しない。ただし、情報開示請求があった

場合は、豊川市情報公開条例に基づき開示する。 

 (5) 提出期限以降の参加表明書又は提案書の差替え及び再提出は認めない。 

 (6) 豊川市公契約条例に基づく労働環境の確認のため、契約締結後７日以内

に労働環境確認書を豊川市中央図書館に提出すること。また、豊川市中央

図書館業務作業委託に従事する労働者に対し、労働報酬下限額（１時間あ

たり１，０３８円（令和５年１０月１日以降開始業務）以上の賃金その他

の労働報酬を支払うこと。なお、労働報酬下限額が改定された場合におい

ても、その適用を受けず履行終了まで当初の労働報酬下限額を適用する。

ただし、契約期間中に最低賃金額が労働報酬下限額を上回る場合は、最低

賃金額を支給しなければならない。 

 

(7) 事務局（問合せ先） 

豊川市中央図書館 図書係（担当者 森田、中山） 

  〒442-0068 愛知県豊川市諏訪1丁目63番地   TEL: 0533-85-5536 

  E-mail: toshokan@city.toyokawa.lg.jp     FAX: 0533-85-5512 


